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2004年10月18日 
公正貿易センター 

＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞    
－公正貿易センター・レポート－ 
（第１３６号  ２００４年 ９月度） 

 
当センターが各国官報等により把握しました2004年9月度の世界各国の日本製品に対するアンチ・ダン
ピング(ＡＤ)措置等に関する情報を下記の通り取りまとめましたので、ご送付申し上げます。 

（お問合せ先：℡03-3591-4550） 
 
 
Ⅰ  主なトピックス 
 
 
    １．ＥＵ：加盟国拡大後のＡＤ、ＣＶＤ（補助金相殺関税）措置の新加盟国への自動適用の公告 
 
         ・欧州委員会は9月16日、2004年5月1日からの加盟国を15ヶ国から25ヶ国へ拡大した 
           ことに伴い、ＡＤ及びＣＶＤ（補助金相殺関税）措置を新加盟国の10ヶ国にも自動適用 
           されることとなっている旨を公告した。尚、新加盟国にもＡＤないしＣＶＤ措置が適用さ 

れることにより重大な影響が出る場合は、そのことに関するしかるべき証拠等を示すこと 
によって見直しを申請する機会が与えられることも公告した。 

 

    ２．ｵｰｽﾄﾗﾘｱ：「鉄鋼厚板」のＡＤ調査最終決定の再調査を決定 
 
         ・関税当局は9月9日、「鉄鋼厚板」に対し今年（2004年）4月1日に“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害 
           有り”としてＡＤ税賦課を決定したＡＤ調査の最終決定を、再調査することを決定した。 
           これはAustralian Steel Associationの申請に基づきTrade Measures Review Officer 
           が見直しを実施し、その結果として、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国内産業の損害状況、ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞと損害の因 
           果関係、ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞと損害が継続するかどうかに関しての再調査を勧告したことに基づく 
           再調査である。 
 

    ３．韓国：「産業用ロボット」のＡＤ調査開始 
  
        ・貿易委員会は9月22日、「産業用ロボット」に対するＡＤ調査開始を決定し、10月1日 
          より調査が開始された。この「産業用ロボット」に対しては、昨年（2003年）9月にＡＤ 
          調査開始となったが、今年1月に韓国国内産業側からＡＤ調査開始申請の取下げが有った 
          為に調査が終結となっていたという経緯が有り、調査終結の約9ヶ月後に改めてＡＤ調査 
          開始となったこととなる。 
 

４．韓国：「PS印刷版」のＡＤ措置の失効に関する見直し開始 
 
        ・貿易委員会は9月8日、「PS印刷版」のＡＤ措置の失効に関する見直し開始を決定し、 
          9月17日より見直しが開始された。「PS印刷版」は1993年11月に5年間のＡＤ税賦課 
          が決定した案件で、その後1999年1月にＡＤ措置失効に関する見直しの結果として3年 
          間のＡＤ措置継続となり、更に2002年3月に2回目のＡＤ措置失効に関する見直しの結 
          果として3年間のＡＤ措置継続となっていたものである。よって今回は3回目のＡＤ措置 
          失効に関する見直しとなる。 
 

    ５．インド：「6-ヘキサンラクタム」のＡＤ調査で“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”の最終決定 
 
        ・商工省は9月28日、「6－ヘキサンラクタム」のＡＤ調査（2003年9月22日調査開始） 
          において、“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”との最終決定を下し、ＡＤ税の賦課を勧告した。 
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Ⅱ 主要4ヶ国の官報での、対日ＡＤ案件等の９月度掲載事項 
 
 
  １．米１．米１．米１．米    国（国（国（国（Federal RegisterFederal RegisterFederal RegisterFederal Register））））    
        Vol. 69, № 169 ～ № 189 （2004.9.1.～ 2004.9.30.） 
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：   対象案件掲載無し 
 
 
      (2) ＡＤサンセット見直し：  
 
           ①ＩＴＣ（国際貿易委員会）：ＡＤサンセット見直し（2004年5月開始分）フルレビュー 
                                         スケジュール（公聴会2005年3月3日開催、等）の公告 
               69 FR 54701 (2004.9.9.),  Effective Date：2004.9.1. 
               ・熱延鋼板 
                    ［ＩＴＣ：731-TA-807  Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products］ 
 
           ②ＩＴＣ： ＡＤサンセット見直し（2004年6月開始分）フルレビュー実施決定、及び 
                      スケジュール（公聴会2005年4月26日開催、等）の公告 
               69 FR 56460 (2004.9.21.),  Effective Date：2004.9.7. 
               ・ステンレス薄板 
                    ［ＩＴＣ：731-TA-780  Stainles Steel Sheet and Strip］ 
 
 
      (3) ＡＤ行政見直し等： 
 
           ①商務省： ＡＤ行政見直し申請機会の公告  
               69 FR 53407 (2004.9.1),  Dated：2004.8.24. 
               ・薄型ディスプレイ・パネル （見直し対象期間＝2003.9.1.～2004.8.31.）    
                    ［商務省：A-588-817  Flat Panel Displays］ 
 
               ・ステンレス線材 （見直し対象期間＝2003.9.1.～2004.8.31.）    
                    ［商務省：A-588-843  Stainless Steel Wire Rod］ 
 
           ②商務省：ＡＤ行政見直し最終結果の公告 
               69 FR 55574 (2004.9.15.),  Effective Date：2004.9.15. 
               ・ボールベアリング（見直し対象期間＝2003.5.1.～2004.4.30.）    
                    ［商務省：A-588-804  Ball Bearing］ 
 
           ③商務省： 事情変更によるＡＤ行政見直し最終結果の公告    
               69 FR 56039 (2004.9.17.),  Dated：2004.9.13. 
               ・形 鋼 
                    ［商務省：A-588-852  Structual Steel Beams］ 
 
 
 
  ２．ＥＵ（２．ＥＵ（２．ＥＵ（２．ＥＵ（OfficialOfficialOfficialOfficial Journal Journal Journal Journal））））    
        OJ Vol.47 № L 282 ～ L 304 (2004.9.1.～ 2004.9.30.) 
        OJ Vol.47 № C 219 ～ C 243 (2004.9.1.～ 2004.9.30.)    
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：  対象案件掲載無し 
 
      (2) ＡＤ見直し等：    
           ・ＥＵ加盟国拡大後のＡＤ、ＣＶＤ措置の適用と見直しの可能性に関する公告 
               Information Notice № 2004/C 231/02,  OJ № C 231/2（2004.9.16.） 
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  ３．カナダ（３．カナダ（３．カナダ（３．カナダ（Canada GazetteCanada GazetteCanada GazetteCanada Gazette）））） 
        Vol.138, № 36 ～№ 39 （2004.9.4.～ 2004.9.25.） 
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：  対象案件掲載無し 
 
      (2) ＡＤ見直し等：  対象案件掲載無し 
 
 
 
  ４．オーストラリア（４．オーストラリア（４．オーストラリア（４．オーストラリア（Australian Customs Australian Customs Australian Customs Australian Customs Dumping NoticesDumping NoticesDumping NoticesDumping Notices））））    
        № 04/27 ～№ 04/30  (2004.9.3.～ 2004.9.24.)    
 
      (1) ＡＤオリジナル調査： 
       
           ・鉄鋼厚板： TMRO勧告によるＡＤ調査最終決定の再調査の公告 
                Australian Customs Dumping Notice № 2004/30, 2004.9.9. 
 
      (2) ＡＤ見直し等：  対象案件掲載無し 
 
 
 
Ⅲ その他諸国の対日アンチ・ダンピング関連の９月までの情報 
 
 
       ＊韓韓韓韓    国国国国    
            ・産業用ロボット： 
                 貿易委員会は9月22日、ＡＤ調査開始を決定し（調査開始日は10月1日） 
 
            ・PS印刷版： 
                 貿易委員会は9月8日、ＡＤ措置の失効に関する見直し開始を決定（見直し開始日 
                 は9月17日） 
 
 
       ＊インドインドインドインド    
            ・6-ヘキサンラクタム： 
                  商工省は9月28日、ＡＤ調査の最終決定（ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り）を下し、 
                  ＡＤ税賦課を勧告 
 
            ・硫酸ヒドロキシルアミン： 
                  商工省は9月16日、ＡＤ中間見直し開始を決定 
 
            ・SBR（ｽﾁﾚﾝ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ･ｺﾞﾑ）： 
                  ＡＤ措置失効に関する見直しの結果、7月26日付けでＡＤ措置の継続が決定 
                  していたことが判明 
 

 
以  上 


